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(57)【要約】
　フレキソ印刷のための方法及びシステムが記載されて
おり、かつ材料がフレキソ印刷プレートの形状と受容基
材との両方に接触している間に、印刷する材料を硬化す
ることを含む。システム及び方法は、形状と受容基材と
の間のずれを防止するのに有用であり、かつ高解像度に
て印刷するのに特に有用である。



(2) JP 2010-510091 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　供与基材からフレキソ印刷プレートの形状に、硬化性材料を転写することと、
　前記フレキソ印刷プレートの前記形状から受容基材に、前記硬化性材料を転写すること
と、
　前記材料が前記形状と前記受容基材の両方に接触している間に、硬化環境において、前
記材料を硬化させることと、
を含む、フレキソ印刷のための方法。
【請求項２】
　前記形状が、１５マイクロメートル以下の横方向寸法を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記材料を硬化させることが、前記材料をエネルギーに曝すことを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　前記材料をエネルギーに曝すことが、前記材料を電子線照射に曝すことを含む、請求項
３に記載の方法。
【請求項５】
　前記材料をエネルギーに曝すことが、前記材料を紫外線に曝すことを含み、そして前記
材料が、光開始剤を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記材料をエネルギーに曝すことが、前記材料を熱に曝すことを含み、そして前記材料
が、熱開始剤を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記材料が前記形状と前記受容基材の両方に接触している間に、前記硬化環境中の酸素
含有量を減らすことを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記硬化環境中の酸素含有量を減らすことが、前記硬化環境中に窒素を導入することを
含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記形状から前記受容基材に、前記材料を転写する前に、前記硬化性材料を予備硬化さ
せることを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　材料から溶剤を除去して、前記硬化性材料を生成させることを更に含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項１１】
　材料から溶剤を除去して、前記硬化性材料を生成させることが、前記供与基材から前記
形状への前記硬化性材料の転写の前に、前記溶剤を除去することを含む、請求項１０に記
載の方法。
【請求項１２】
　形状を含むフレキソ印刷プレートを取り付け可能に受けるように設定されたフレキソロ
ールと、
　　前記形状は、受容基材に硬化性材料を転写することができる、
　前記フレキソロールに対する前記バックアップロールの動きが、前記バックアップロー
ルと前記フレキソロールとの間で受容基材を動かすことができ、前記硬化性材料が、前記
形状から前記受容基材に転写されることができるように、前記フレキソロールに対して位
置する、バックアップロールと、
　前記材料を硬化するための第１のエネルギー供給源と、
　　前記材料が前記形状と前記受容基材の両方に接触している間に、前記第１のエネルギ
　　ー供給源は、前記材料の硬化を生じさせるように位置している、
を含む、フレキソ印刷システム。
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【請求項１３】
　前記第１のエネルギー供給源が、前記材料を硬化するために、紫外線を照射することが
できる、請求項１２に記載のフレキソ印刷システム。
【請求項１４】
　前記エネルギー供給源から照射されたエネルギーが、前記受容基材を貫通して、前記材
料が前記形状と前記受容基材の両方に接触している間に、前記第１のエネルギー供給源が
、前記材料を硬化するように配置されている、請求項１２に記載のフレキソ印刷システム
。
【請求項１５】
　前記材料を予備硬化するための第２のエネルギー供給源を更に含み、前記第２のエネル
ギー供給源が、前記形状から前記受容基材への前記材料の転写前に、前記材料の予備硬化
を生じさせるように位置している、請求項１２に記載のフレキソ印刷システム。
【請求項１６】
　前記形状から前記受容基材に材料が転写される場所に、窒素を導入するように設定され
た、窒素注入装置を更に含む、請求項１２に記載のフレキソ印刷システム。
【請求項１７】
　前記材料が前記供与基材の上に配置されるように、溶剤を含む材料を受けるように設定
された供与基材を更に含む、請求項１６に記載のフレキソ印刷システム。
【請求項１８】
　前記供与基材の上に配置された前記材料から溶剤を除去して、前記供与基材の上に配置
された前記硬化性材料を生成することが可能な溶剤除去装置を更に含む、請求項１６に記
載のフレキソ印刷システム。
【請求項１９】
　前記フレキソ印刷プレートを更に含む、請求項１０に記載のフレキソ印刷システム。
【請求項２０】
　前記形状が、１５マイクロメートル未満の横方向寸法を含む、請求項１９に記載のフレ
キソ印刷システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、印刷に関し、特にフレキソ印刷、より詳しくは高解像度フレキソ印刷に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　ドットゲインは、フレキソ印刷産業における周知の問題である。印刷ウェブ上のドット
ゲインが、フレキソ印刷プレートの印刷形状と印刷されるウェブの表面との間の相対滑り
に、部分的に起因し得ると理解されるべきである。滑りは、変形可能な印刷手段とバック
アップロールとの間のニップで生じ、印刷プレート材料の非圧縮性又はプレートとウェブ
との表面速度の不一致のいずれかに起因する。大きな形状よりも、小さな形状について、
ドットゲインがより顕著である。これは、相当大きなドットの同一滑り距離の場合より、
小さなドットに対する小さな距離の滑りの方が、相当程度より大きくなるためである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本明細書にて提供された開示は、フレキソ印刷プレートから受容基材に転写した材料を
硬化することによって、プレートの形状と受容基材との両方に材料を接触している間に、
フレキソ印刷を改善する方法及びシステムについて記載した。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態において、フレキソ印刷のための方法について記載する。本方法は、供与基
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材からフレキソ印刷プレートの形状に、硬化性材料を転写することと、フレキソ印刷プレ
ートの形状から受容基材に硬化性材料を転写することと、を含む。方法は、材料を形状と
受容基材の両方に接触している間に、材料を硬化させることを更に含む。硬化は、材料を
電子線照射、紫外線照射、又は熱などのエネルギーに曝すことを含んでよい。方法は、例
えば硬化環境中に窒素を導入することによって、材料硬化環境中の酸素含有量を減らすこ
とを更に含んでよい。加えて、方法は、フレキソ印刷プレートの形状から受容基材に、材
料を転写する前に、材料を予備硬化させることを含んでよい。方法は、供与基材から印刷
プレート形状に、硬化性材料を転写する前に、材料から溶剤を除去することを更に含んで
よい。方法は、任意寸法の形状に対して有用である。しかし、方法の利点は、１５マイク
ロメートル以下、例えば、１０マイクロメートル以下、又は５マイクロメートル以下の横
方法寸法を有する形状を使用する場合によりよく認識され得る。
【０００５】
　一実施形態において、フレキソ印刷システムについて記載する。システムは、１つ以上
の形状を含むフレキソ印刷プレートを取り付け可能に受けるように設定されたフレキソロ
ールを含む。形状は、受容基材に硬化性材料を転写することができる。システムは、フレ
キソロールに対するバックアップロールの動きが、バックアップロールとフレキソロール
との間で受容基材を動かすことができ、硬化性材料が、形状から受容基材に転写されるこ
とができるように、フレキソロールに対して位置するバックアップロールを更に含む。シ
ステムは、材料硬化のための第１のエネルギー供給源を更に含み、材料が形状及び受容基
材と接触している間に、第１のエネルギー供給源は、材料の硬化を生じさせるように位置
している。第１のエネルギー供給源は、エネルギー（例えば、紫外線照射、電子線照射、
又は熱）を照射することができる。システムは、材料を予備硬化させるための第２のエネ
ルギー供給源を更に含んでよい。第２のエネルギー供給源は、形状から受容基材への材料
転写前に、材料の予備硬化を生じさせるように位置している。システムは、形状から受容
基材に材料が転写される場所に、窒素を導入するように設定された、窒素注入装置を更に
含んでよい。システムは、任意寸法の形状を有するフレキソ印刷プレートのために有用で
ある。しかし、システムの利点は、１５マイクロメートル以下、例えば、１０マイクロメ
ートル以下、又は５マイクロメートル以下の横方法寸法を備えた形状を有するプレートを
使用する場合に、より良く認識され得る。
【０００６】
　本明細書で記載される方法及びシステムは、幾つかの利点を提供する。例えば、材料が
、フレキソ印刷プレートの形状と受容基材の両方に接触している間に、材料を硬化させる
ことで、形状と受容基材との間のずれを防止する。加えて、本明細書の実施形態に記載さ
れているように、フレキソ印刷は、溶剤系材料の使用、溶剤除去を伴うため、材料がフレ
キソ印刷プレートの形状と受容基材の両方に接触している間に、材料が硬化可能であるだ
けでなく、材料が、後で除去される溶剤を含むことができために、供与基材の上の材料付
着を促進することもできる。本明細書で記載されるシステム及び方法のこれらの、並びに
その他の利点は、既に明らかであるか、あるいは以下の記載を読むことによって明らかに
なる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】フレキソ印刷法のフローチャート。
【図２】フレキソ印刷法のフローチャート。
【図３】フレキソ印刷法のフローチャート。
【図４】フレキソ印刷法のフローチャート。
【図５】フレキソ印刷システム又はその構成要素の側面図を表示したもの。
【図６】フレキソ印刷システム又はその構成要素の側面図を表示したもの。
【図７】フレキソ印刷システム又はその構成要素の側面図を表示したもの。
【図８】フレキソ印刷システム又はその構成要素の側面図を表示したもの。
【図９】フレキソ印刷システム又はその構成要素の側面図を表示したもの。
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【図１０】代表的なシステムと方法とを使用して、スライドガラス上に印刷されたハード
コートラインの顕微鏡写真の画像。
【０００８】
　図面は、必ずしも一定の比率の縮尺ではない。図中の数字は、構成要素、工程などにお
けるものと同じである。しかし、所与の図中の構成要素を意味する数字の使用は、同一数
字でラベルした別の図中の構成要素を制約するものではないことは理解されよう。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　次の記述において、本明細書の一部を構成する添付の図面を参照し、幾つかの特定の実
施形態を例として示す。本発明の範囲又は精神を逸脱せずに、その他の実施形態が考えら
れ、実施され得ることを理解すべきである。したがって、以下の「発明を実施するための
形態」は、限定する意味で理解すべきではない。
【００１０】
　概観
　硬化印刷可能材料が、フレキソ印刷プレートの形状と受容基材の両方に接触している間
に、それを硬化させることで、形状と受容基材との間のずれを防止して、フレキソ印刷の
忠実度を増加させることができる。これは、任意寸法の形状を有するフレキソ印刷プレー
トの場合であるが、減溶剤材料の転写の利点は、水平方向寸法がより小さな形状の場合に
、より明らかであろう。部分的には、これは現在のフレキソ印刷システムが、約２０マイ
クロメートル超の横方向寸法を有し、このような大きな寸法の形状に対するずれ量が、比
較的小さいためである。しかし、形状の水平方向寸法が、形状の寸法の現在の制限、即ち
約１５マイクロメートル～約２０マイクロメートル未満よりも大幅に減少するに伴って、
相対的ずれ寸法が増大する。本明細書で記載される方法及びシステムでは、材料が、フレ
キソ印刷プレートの形状と受容基材の両方に接触している間に、それを硬化することがで
きる。
【００１１】
　本明細書で記載される方法及びシステムは、任意寸法の形状を有するフレキソ印刷プレ
ートと共に使用してもよい。しかし、この方法及びシステムの利点は、１５マイクロメー
トル以下、例えば、１０マイクロメートル以下、又は５マイクロメートル以下の水平方向
寸法を有する形状を使用する場合に、より良く認識され得る。１５マイクロメートル以下
の水平方向寸法を備えた形状を有するフレキソプレートは、例えば、米国仮特許出願第６
０／８６５，９７９号、（名称「フレキソ印刷プレートの溶剤アシストエンボス加工（SO
LVENT-ASSISTED EMBOSSING OF FLEXOGRAPHIC PRINTING PLATES）」、ペクロヴスキィ（Pe
kurovsky）ら、本出願と同日付に出願）（本明細書にて提供された開示と矛盾しない限り
において、その全体が本明細書に参照として組み込まれる）にて記載されているようであ
ってもよい。
【００１２】
　定義
　本発明で使用する全ての科学用語及び専門用語は、特に指示がない限り、当該技術分野
において一般的に使用される意味を有する。本明細書にて提供される定義は、本明細書で
しばしば使用されるある種の用語の理解を促進しようとするものであり、本開示の範囲を
限定するものではない。
【００１３】
　本発明で使用する場合、「フレキソ印刷」とは、可撓性印刷プレート（即ち、フレキソ
印刷プレート）を使用する回転式印刷を意味する。フレキソ印刷プレートから受容基材に
転写され得る任意の材料は、「印刷され」得る。
【００１４】
　本発明で使用する場合、印刷される「材料」とは、フレキソ印刷プレートの形状から受
容基材に転写可能な組成物を意味する。材料は、溶剤、及び各種構成成分を溶解、分散、
懸濁等にて、溶剤中に含んでよい。
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【００１５】
　本発明で使用する場合、「硬化」とは、材料を硬化するプロセスを意味する。通常は、
硬化とは、材料内の架橋を増加させることを意味する。したがって、「硬化性」材料とは
、典型的には、架橋によって硬化し得る材料を意味する。材料は部分的に硬化していても
、全体的に硬化していてもよい。本発明で使用する場合、「予備硬化させた」材料は、部
分的に硬化させた材料である。予備硬化後の硬化によって、部分的に硬化させた材料又は
完全に硬化させた材料となり得ることが理解されよう。本発明で使用する場合、「硬化環
境」とは、硬化が生じる環境を意味する。
【００１６】
　本発明で使用する場合、「フレキソ印刷プレート」とは、その上へ、受容基材に転写さ
れる材料が配置されてもよい形状を有する印刷プレートを意味し、プレート又は形状は、
受容基材と接触した際に（受容基材と接触しない場合と比較して）変形可能である。フレ
キソ印刷プレートは、例えば、取り付け用テープ又はチャックに取り付けられたスリーブ
によってロールに取り付け可能な平面プレート（例えば、デュポン（Dupont）（商標）ク
リエル（CRYEL）（登録商標）の丸いプレート付き）であってもよい。
【００１７】
　本発明で使用する場合、「形状」とは、フレキソ印刷プレートの隆起した突出部を意味
する。隆起した突出部は、遠心面（又はランド）（その上へ材料を配置してもよい）を有
する。
【００１８】
　本発明で使用する場合、「供与基材」とは、その上へ、フレキソ印刷プレートの形状に
転写可能な材料を配置してもよい基材を意味する。供与基材は、材料を形状に転写するの
に好適な任意の形態であってもよい。例えば、供与基材は、フィルム、プレート、又はロ
ールであってもよい。
【００１９】
　本発明で使用する場合、「受容基材」とは、その上へ材料を印刷してもよい基材を意味
する。例示的基材としては、無機基材例えば、石英、ガラス、シリカ及びその他酸化物又
はセラミックス（例えば、アルミナ、酸化インジウムスズ、タンタル酸リチウム（ＬｉＴ
ａＯ３）、ニオブ酸リチウム（ＬｉＮｂＯ３）、ガリウムヒ素（ＧａＡｓ）、炭化ケイ素
（ＳｉＣ）、ランガサイト（ＬＧＳ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、窒化アルミニウム（ＡＩＮ
）、ケイ素（Ｓｉ）、窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）、及びチタン酸ジルコン酸鉛（「ＰＺＴ
」））、金属類又は合金類（例えば、アルミニウム、銅、金、銀及び鋼鉄）、熱可塑性プ
ラスチック（例えば、ポリエステル類（例えば、ポリエチレンテレフタレート又はポリエ
チレンナフタレート）、ポリアクリレート類（例えば、ポリメチルメタクリレート（ＰＭ
ＭＡ）、ポリ（ビニルアセテート）（「ＰＶＡＣ」）、ポリ（ビニルブチラール）（「Ｐ
ＶＢ」）、ポリ（エチルアクリレート）（「ＰＥＡ」）、ポリ（ジフェノキシホスファゼ
ン）（「ＰＤＰＰ」）、ポリカーボネート（「ＰＣ」）、ポリプロピレン（「ＰＰ」）、
高密度ポリエチレン（「ＨＤＰＥ」）、低密度ポリエチレン（「ＬＤＰＥ」）、ポリスル
ホン（「ＰＳ」）、ポリエーテルスルホン（「ＰＥＳ」）、ポリウレタン（「ＰＵＲ」）
、ポリアミド（「ＰＡ」）、ポリ塩化ビニル（「ＰＶＣ」）、ポリフッ化ビニリデン（「
ＰＶｄＦ」）、ポリスチレン及びポリエチレンスルフィド）、並びに熱硬化性プラスチッ
ク（例えば、セルロース誘導体類、ポリイミド、ポリイミドベンゾキサゾール及びポリベ
ンゾオキサゾール）が挙げられるが、これらに限定されない。その他の受容基材は、紙、
不織布類、及びフォーム類であり得る。基材を選択する際には、基材と材料との間に適切
な程度の接着性があるように注意を払うことが好ましい。
【００２０】
　本発明で使用する場合、「含む」及び「包含する」が、オープン・エンド形式で使用さ
れる場合には、「を含むが、これらに限定するものではない」という意味で理解すべきで
ある。
【００２１】
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　特に指示がない限り、本明細書及び請求項において使用される形状、量、及び物理的性
質を表す全ての数字は、全ての場合において「約」という語句によって修正されるものと
して理解されるべきである。したがって、特に異議を唱えない限り、先の明細書及び添付
した特許請求の範囲に記述されている数値パラメータは、当業者により本明細書にて開示
した技術を利用して獲得しようとされてきた所望の性質に応じて変化しうる概算である。
【００２２】
　端点による数の範囲の列挙には、その範囲内に包含される全ての数（例えば１から５に
は、１、１．５、２、２．７５、３、３．８０、４、及び５）並びにその範囲内の任意の
範囲が含まれる。
【００２３】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲において使用されるとき、単数形「ａ」、「ａｎ」
、及び「ｔｈｅ」は、その内容について別段のはっきりした指示がない限り、複数の指示
対象を有する実施形態を包含する。本明細書及び添付の特許請求の範囲において使用され
るとき、用語「又は」は、その内容について別段のはっきりした指示がない限り、一般的
に「及び／又は」を包含する意味で用いられる。
【００２４】
　印刷用材料
　フレキソ印刷プレートの形状に転写可能な任意の硬化性材料及びフレキソ印刷プレート
の形状から転写可能な任意の硬化性材料は、本明細書で示された教示に従って使用しても
よい。例えば、材料は、硬化性樹脂を含んでよい。
【００２５】
　本明細書で使用可能な、フリーラジカル機構によって重合可能な樹脂の例示的実施例と
しては、エポキシ類、ポリエステル類、ポリエーテル類、及びウレタン類、エチレン系不
飽和化合物類、少なくとも１つのペンダントアクリレート基を有するアミノプラスト誘導
体類、少なくとも１つのペンダントアクリレート基を有するイソシアネート誘導体類、ア
クリレート化エポキシ類以外のエポキシ樹脂類、並びにこれらの混合物及び組み合わせか
ら誘導されるアクリル系樹脂が挙げられる。本明細書では、用語「アクリレート」とは、
アクリレート及びメタクリレートの両方を包含するために使用される。米国特許第４，５
７６，８５０号（マーチン（Martens））は、コーナーキューブ要素アレイにて使用して
よく、本明細書で記載される材料として有用な架橋性樹脂の例について開示している。
【００２６】
　エチレン系不飽和樹脂は、炭素、水素及び酸素、及び所望により、窒素、イオウの原子
を含有する、モノマー化合物と高分子化合物の両方を含み、そしてハロゲン元素を本発明
で使用してもよい。酸素原子又は窒素原子、あるいはその両方が、一般に、エーテル、エ
ステル、ウレタン、アミド、及び尿素基中に存在する。エチレン系不飽和化合物は、好ま
しくは、約４，０００未満の分子量を有し、好ましくは、例えば、脂肪族モノヒドロキシ
基、脂肪族ポリヒドロキシ基を含有する化合物と、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン
酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸などの不飽和カルボン酸との反応から調製
されるエステル類である。このような材料は、通常、市販品として容易に入手可能であっ
て、速やかに架橋することができる。
【００２７】
　本明細書で示された教示によって用いるのに好適である、アクリル基又はメタクリル基
を有する化合物の幾つかの実例を以下に示す。
【００２８】
　（１）単官能化合物：
　エチルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、２－エチル
ヘキシルアクリレート、ｎ－ヘキシルアクリレート、ｎ－オクチルアクリレート、イソオ
クチルアクリレート、ボルニルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、２
－フェノキシエチルアクリレート、及びＮ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド；
　（２）二官能性化合物：
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　１，４－ブタンジオールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、
ネオペンチルグリコールジアクリレート、エチレングリコールジアクリレート、トリエチ
レングリコールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、及びジエチ
レングリコールジアクリレート；並びに
　（３）多官能化合物：
　トリメチロールプロパントリアクリレート、グリセロールトリアクリレート、ペンタエ
リスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、及びトリス
（２－アクロイルオキシエチル）イソシアヌレート。その他のエチレン系不飽和化合物及
び樹脂の幾つかの代表例としては、スチレン、ジビニルベンゼン、ビニルトルエン、Ｎ－
ビニルホルムアミド、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－ビニルカプロラクタム、モノアリル、
ポリアリル、及びポリメタリルエステル例えば、ジアリルフタレート及びジアリルアジパ
ート、並びにカルボン酸のアミド例えば、Ｎ，Ｎ－ジアリルアジパミドが挙げられる。
【００２９】
　アクリル酸化合物とブレンド可能な光重合開始剤の実例としては、以下のベンジル、メ
チルオルソベンゾエート、ベンゾイン、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロ
ピルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル等、ベンゾフェノン／三級アミン、アセト
フェノン例えば、２，２－ジエトキシアセトフェノン、ベンジルメチルケタール、１－ヒ
ドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプ
ロパン－１－オン、１－（４－イソプロピルフェニル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプ
ロパン－１－オン、２－ベンジル－２－Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノ
フェニル）－１－ブタノン、２，４，６－トリメチルベンゾイル－ジフェニルホスフィン
オキシド、２－メチル－１－４（メチルチオ）、フェニル－２－モルホリノ－１－プロパ
ノン、ビス（２，６－ジメトキシベンゾイル）（２，４，４－トリメチルペンチル）ホス
フィンオキシド等が挙げられる。化合物類は、個別に又は組み合わせて使用してもよい。
【００３０】
　使用してもよい熱開始剤の例としては、一般に、過酸化アセチル及び過酸化ベンゾイル
などの過酸化物が挙げられる。利用可能な熱開始剤の具体例としては、４，４’－アゾビ
ス（４－シアノバレリアン酸）、１，１’－アゾビス（シクロヘキサンカルボニトリル）
、２，２’－アゾビス（２－メチルプロピオニトリル）、過酸化ベンゾイル、２，２－ビ
ス（ｔ－ブチルペルオキシ）ブタン、２，５－ビス（ｔ－ブチルペルオキシ）－２，５－
ジメチルヘキサン、ビス［１－（ｔ－ブチルペルオキシ）－１－メチルエチル］ベンゼン
、ｔ－ブチルヒドロペルオキシド、ｔ－ブチルペルアセテート、ｔ－ブチルペルオキシド
、ｔ－ブチルペルオキシベンゾエート、クメンヒドロペルオキシド、ジクミルペルオキシ
ド、ラウロイルペルオキシド、過酢酸、及び過硫酸カリウムが挙げられるが、これらに限
定されない。例としては、光開始剤は、α－ヒドロキシケトン、フェニルグリオキシレー
ト、ベンジルジメチルケタール、α－アミノケトン、モノアシルホスフィン、ビスアシル
ホスフィン、及びこれらの混合物であり得る。
【００３１】
　本明細書で使用可能なカチオン重合性材料としては、エポキシ及びビニルエステル官能
基含有材料が挙げられるがそれらに限定されず、本発明で使用してもよい。これらの系は
、トリアリールスルホニウム塩及びジアリールヨードニウム塩のようなオニウム塩開始剤
によって光重合が開始される。
【００３２】
　材料は更に、溶剤を含んでよい。その中に材料の構成成分を溶解、分散、懸濁等しても
よい任意の溶剤を使用し得る。溶媒は、架橋反応に顕著には関与せず、室温かつ０．１Ｍ
Ｐａ（１気圧）にて液相で存在する有機化合物であってもよい。溶剤の粘度及び表面張力
は、特に限定されない。好適な溶剤の例としては、クロロホルム、アセトニトリル、メチ
ルエチルケトン、エチルアセテート、及びこれらの混合物が挙げられる。材料の構成成分
を溶解、分散、懸濁等することができる任意量の溶剤を使用してもよい。好ましくは、十
分な量の溶剤を使用して、材料が速やかに供与基材の上に配置されるようにする。一般に
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、溶剤の量は、材料の総重量に対して、６０重量％～９０重量％、例えば、７０重量％～
８０重量％の範囲で変化する。
【００３３】
　加えて、材料がフレキソ印刷プレートの形状と受容基材の両方に接触している際に、硬
化してもよい材料を生成させるためのフレキソ印刷プロセス中に、溶媒又は溶媒混合物は
、能動的に又は受動的に材料から除去可能でなければならない。硬化性材料は、好ましく
は、室温で又はフレキソ印刷プロセスが実施される温度で、流動性の材料である。
【００３４】
　方法
　フレキソ印刷技術を使用した、受容基材の上への材料印刷の例示的方法について、以下
で述べる。図１は、このような方法の一例を提供する。図１に示した方法は、供与基材か
らフレキソ印刷プレートの形状（１００）に、硬化性材料を転写することを含む。次に、
形状から受容基材（１２０）に硬化性材料を転写する。この方法は、材料を形状と受容基
材（１３０）の両方に接触させた際に、材料を硬化させることを更に含む。図２に示すよ
うに、方法は、材料が形状及び受容基材と接触している環境中の、即ち、硬化環境中の酸
素含有量を減らすことを更に含んでよい。これは、例えば、硬化環境中に窒素を導入する
ことによって行うことができる。
【００３５】
　本明細書記載の方法による、材料を硬化させるための、任意の既知の又は将来開発され
る技術を使用してもよい。例えば、電子線照射を使用して、材料内の架橋を開始させても
よい。あるいは、加熱又は紫外線照射を使用してもよい。加熱又は紫外線照射を使用する
場合、材料組成物中に、光開始剤又は熱開始剤を含むことが望ましい場合がある。エネル
ギー供給源は、材料が形状及び受容基材と接触している間に、照射エネルギーが効果的に
材料を硬化させるように位置していることが理解されよう。例えば、紫外線照射を使用し
て、材料を硬化する場合、基材、あるいは印刷プレート及び形状、おそらくはフレキソロ
ールは、材料が形状と基材の両方に接触している際に、材料に照射線が到達できるように
、紫外線照射に透過的であってもよい。熱が使用される場合、形状から基材に材料を転写
する前に、形状と基材との両方に材料が接触している際に材料が硬化され得るように、受
容基材を予熱してもよい。当業者には、その他の可能性が予想されることは、容易に理解
できる。
【００３６】
　図３に示すように、フレキソ印刷のための方法は、供与基材の上に配置した材料から溶
剤を除去して、硬化性材料（１８０）を生成させることを含んでよい。ほとんどの場合、
溶剤の少なくとも一部は、材料が硬化される前に、材料から除去される。任意の既知の、
又は将来開発される、材料から溶剤を除去するために好適な技術を使用してもよい。溶剤
は、上述した米国特許仮出願第６０／８６５，９７９号（名称「フレキソ印刷のための溶
剤除去アシスト材料転写（SOLVENT REMOVAL ASSISTED MATERIAL TRANSFER FOR FLEXOGRAP
HIC PRINTING）」、ペクロヴスキィ（Pekurovsky）ら）に記載されている教示に従って、
材料から除去してもよい。
【００３７】
　図４は、フレキソ印刷のための例示的方法を示す。この方法は、供与基材からフレキソ
印刷プレート（１００）の形状へ硬化性材料を転写すること、及び形状（１５０）に転写
した材料を予備硬化させることを含む。材料は、硬化のために上述の如く予備硬化されて
もよい。材料の予備硬化により、材料が受容基材と接触するまでに、部分的に硬化された
材料が得られることが理解されよう。この方法は、形状から受容基材（１６０）に予備硬
化させた材料を転写すること及び予備硬化された材料が、形状と受容基材との両方に接触
している間に、予備硬化された材料を硬化させることを更に含む。
【００３８】
　図１～図４に示された各種工程を、必要に応じて、組み合わせたり、組み替えたり、組
み合わせたりしてもよいことが理解されよう。例えば、図２の硬化環境（１４０）中の酸
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素含有量を減らす工程は、図３及び図４に示す方法に適用してもよい。図３に示す供与基
材上の材料から溶剤を除去する工程（１８０）は、図２及び図４等に示す方法によって実
施してもよい。
【００３９】
　システム
　上記の方法は、任意の好適なフレキソ印刷システムを用いて実施することができる。上
記の方法を実施するのに好適な代表的フレキソシステム及びその構成要素を以下で述べる
。代表的システムの説明において、用語「材料２２０」とは、便宜上、高濃度の溶剤、硬
化性材料を含む材料と予備硬化材料の両方を説明するために使用される。（ｉ）供与基材
の上に最初に配置した際に、材料２２０が、完全飽和溶液を含んでよい、（ｉｉ）フレキ
ソ印刷プレートの形状に転写する前に、材料２２０から、溶剤が能動的に又は受動的に除
去されて、硬化性材料を生成させてもよい、（ｉｉｉ）硬化性材料２２０が、形状上に配
置されている間に、予備硬化されてもよい、及び（ｉｖ）受容基材に転写された材料２２
０が、硬化され又は更に硬化される、ということが理解されよう。
【００４０】
　図５を参照すると、フレキソ印刷のためのシステム１０００の側面図が描かれている。
システム１０００は、受容基材２５０上へ印刷する材料２２０を受けるように設定された
供与基材２１０を含む。システム１０００は、フレキソ印刷プレート２８０を取り付け可
能にて受けるように設定されたフレキソロール２３０を含む。フレキソ印刷プレート２８
０は、任意の好適な手法を使用して、フレキソロール２３０に結合させてもよい。１つの
好適な技術としては、接着剤を使用して、フレキソプレート２８０をフレキソロール２３
０に取り付けることが挙げられる。
【００４１】
　材料２２０が、供与基材２１０からフレキソ印刷プレート２８０の形状２６０に転写可
能なように、フレキソロール２３０は、供与基材２１０に対して移動可能である。図５Ａ
に示したシステム１０００は、フレキソロール２３０に対するバックアップロール２４０
の動きが、フレキソロール２３０とバックアップロール２４０との間で受容基材２５０を
動かすことができ、材料２２０が、印刷プレート２８０の形状２６０から転写できるよう
に、フレキソロール２３０に対して位置するバックアップロール２４０を更に包含する。
図５Ｂに示したシステム１０００は、フレキソロール２３０に対するバックアップロール
２４０Ａ、２４０Ｂの動きが、フレキソロール２３０とバックアップロール２４０Ａ、２
４０Ｂとの間で受容基材２５０を動かすことができ、材料２２０が印刷プレート２８０の
形状２６０から転写できるように、フレキソロール２３０に対して位置する２つのバック
アップロール２４０Ａ、２４０Ｂを包含する。
【００４２】
　図５に示したフレキソロール２３０及び基材ロール２４０、２４０Ａ、２４０Ｂは、シ
リンダーの形態であってよく、ロール２３０，２４０、２４０Ａ、２４０Ｂは、シリンダ
ーの対応する中心軸の周りを回転してもよい。このような回転によって、フレキソロール
２３０に取り付けた印刷プレート２８０を、材料２２０に接触させ、次に材料２２０を受
容基材２５０に転写する。このような回転によって更に、フレキソロール２３０と基材ロ
ール２４０、２４０Ａ、２４０Ｂとの間で受容基材２５０を動かすこともできる。
【００４３】
　図５Ｃに示したシステム１０００は、材料２２０を収容するリザーバ３００をも含む。
インク供給ロール２９０が、その中心軸線周りに、かつリザーバ３００に対して回転する
場合、材料２２０は、供与基材２１０に転写される。しかし、例えば、ダイコーティング
及びロールコーティングを含むインク供給ロール２９０上に材料２２０を配置するために
、ほとんどのいかなる方法を使用してもよいことが理解されよう。フレキソロール２３０
（そこへフレキソプレート２８０を取り付けてもよい）を、インク供給ロール２９０に対
して回転させて、材料２２０がフレキソ印刷プレート２８０の形状２６０に転写されるよ
うにする。図５Ｃに示すシステム１０００において、例えば、蒸発によって、溶剤は材料
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２２０から受動的に除去してもよい。図５Ａ及び図５Ｂに関して記載しているように、次
に材料２２０は、プレート２８０の形状２６０から受容基材２５０に転写してもよい。
【００４４】
　図６及び図７を参照すると、１つ以上のエネルギー供給源３３０、３３０Ａ、３３０Ｂ
を有するフレキソ印刷システム１０００が示されている。図６及び図７に示すように、エ
ネルギー供給源３３０、３３０Ａは、材料２２０が、印刷プレート２８０の形状２６０と
受容基材２５０との両方に接触している間に、照射エネルギーが材料を硬化させることが
できるように位置する。エネルギー供給源３３０、３３０Ａが、照射線を照射する場合、
受容基材２５０は、実質的に照射線を透過して、材料２２０の硬化をさせなければならな
い。当然ながら、エネルギー供給源３３０、３３０Ａは、材料２２０が形状２６０と受容
基材２５０の両方に接触している場合に、材料２２０を硬化させるのに好適な任意の場所
に置かれてもよいことが理解されよう。例えば、エネルギー供給源３３０、３３０Ａは、
バックアップロール２４０（例えば、図５Ａ中のもの）又はフレキソロール２３０の中に
置かれてもよい。図６及び図７に示すように、システム１０００は、形状２６０から受容
基材２５０に材料が転写されて、材料２２０の硬化を促進する場所へと窒素を導入するよ
うに設定された窒素注入装置３４０を更に含んでもよい。図７に示すように、システム１
０００は、受容基材２５０への転写する前に、材料２２０を予備硬化させるための第２の
エネルギー供給源３３０Ｂを含んでよい。材料２２０の予備硬化は、材料２２０を形状２
６０から受容基材２５０に転写するのに望ましい、例えば、粘度、厚み、接着性、粘着な
どの性質を有する材料２２０を得るための働きをすることができる。
【００４５】
　図８を参照すると、フレキソロール２３０（ここにフレキソプレート２８０が取り付け
られる）が示されている。フレキソロール２３０が、供与基材２１０に対して回転する際
に、フレキソプレート２８０の形状２６０は、供与基材２１０上に配置された材料２２０
と接触し、材料２２０は形状２６０に転写される。材料２２０が粘稠である場合、例えば
、材料２２０から溶剤が除去された場合、圧こん２７０は、供与基材２１０上に残されて
もよい。フレキソロール２３０が回転し続ける場合（受容基材２５０に対して）、形状２
６０上に配置した材料２２０は、受容基材２５０と接触する。材料２２０が、形状２６０
と受容基材２５０の両方に接触している間に、材料２２０は硬化（エネルギー供給源３３
０から照射されるエネルギーによって開始される）される。
【００４６】
　図９を参照すると、別の代表的フレキソ印刷システム１０００の側面図が図示されてい
る。図９は、溶剤除去装置３２０を有するシステム１０００を示す。インク供給ロール２
９０を備えた供与基材２１０上の材料２２０から溶剤を除去可能な任意の装置を用いても
よい。好適な溶剤除去装置３２０の例としては、溶剤蒸発を手助けするためのマイクロ波
若しくは赤外線照射装置、又はドライヤーが挙げられる。図９には、ドクターブレード３
１０もまた示されている。ブレード３１０は、インク供給ロール２９０を備えた供与基材
２１０の少なくとも一部と接触している。ブレード３１０は、供与基材２１０から１つ以
上の圧こん２７０を、少なくとも部分的に除去することができる。当然ながら、圧こんを
除去又は低減するための任意の装置を使用してもよいことが理解されよう。一旦、圧こん
２７０が除去されたら、供与基材２１０（インク供給ロール２９０を伴う）は、付加的材
料２２０を受けるのに好適なように与えられる。
【００４７】
　当然ながら、本開示を通して議論した各種システム１０００の構成要素は、入れ替え可
能であることが理解されよう。例えば、図５、図６又は図７のシステム１０００は、図９
に示すように、溶剤除去装置３２０又はブレード３１０を含んでもよい。加えて、供与基
材２１０（図５Ａ、図５Ｂ、及び図６～図８にて、フィルム又はプレートとして示されて
いる）は、図５Ｃ及び図９にて示すように、ロールの形態であってもよく、あるいはロー
ルに取り付けられてもよいことが理解されよう。
【実施例】
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【００４８】
　マイクロフレキソ印刷プレートは、米国特許出願第６０／８６５，９７９号（名称「フ
レキソ印刷プレートの溶剤アシストエンボス加工（SOLVENT-ASSISTED EMBOSSING OF FLEX
OGRAPHIC PRINTING PLATES）」、ミハイル・ペクロヴスキィ（Mikhail Pekurovsky）ら、
本出願と同日付に出願）に記載されているようにして調製された。要約すると、プレート
は、微細構造を複製した線状角柱構造体（ＢＥＦ９０／５０、３Ｍ社（3M Co.）から市販
されている）を有する高分子フィルム（ＢＥＦマスターと称される）を用いることと、メ
チルエチルケトンの薄膜をその構造化された表面上に堆積することと、次に、微細構造を
複製した表面の最上部にサイレル（CYREL）（登録商標）フレキソプレート（型式ＴＤＲ
　Ｂ　６．３５ｍｍ厚、カバーシートを除去したもの、デュポン社（DuPont Co.）より市
販されている）を位置決めすることと、によって製作した。１５時間後、サイレル（CYRE
L）（登録商標）プレートを、取り付けられた微細構造を複製したフィルムを通して、Ｕ
Ｖ処理装置（フュージョン（Fusion）製、メリーランド州ロックビル（Rockville））紫
外線硬化用水銀ランプ、型式ＭＣ－６ＲＱＮ、７８．７ワット／ｃｍ（２００ワット／イ
ンチ）、水銀ランプ、約０．０２５メートル／秒（５ｆｐｍ）にて運転）内で紫外線に露
光した。次に、微細構造を複製したフレキソ印刷プレートをＢＥＦマスターから取り外し
た。
【００４９】
　次に、この微細構造を複製したフレキソ印刷プレートを、フレキソ取り付け用テープ（
型式１１２０、３Ｍ社（3M Co.）から市販されている）によって、１２．７ｃｍ直径のガ
ラス外筒に取り付けた。型式９０６ハードコート（イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）中
に、３２重量％の２０ｎｍＳｉＯ２ナノ粒子、８重量％のＮ，Ｎ－ジメチルアクリルアミ
ド、８重量％のメタクリルオキシプロピルトリメトキシシラン及び５２重量％のペンタエ
リスリトールトリ／テトラアクリレート（ＰＥＴＡ）を含有する３３重量％固形分のセラ
マー（ceramer）ハードコート分散体；３Ｍ社（3M Co.）製、ミネソタ州セントポール（S
t.Paul））の薄膜を、清浄なスライド・ガラス上に、ＩＰＡ中の９０６ハードコート溶液
（２５重量％固形分）から毎分０．０３メートルでディップコーティングすることによっ
て堆積し、次に、開放空気中にてスライド・ガラスを乾燥させた。次に、フレキソ印刷プ
レートを手で、ハードコートの層に伸ばし、次に清浄なスライド・ガラス上へと伸ばした
。スライド・ガラスを、紫外線スポット硬化システム（ライティングキュア（Lightingcu
re）２００、型式Ｌ７２１２－０１番、浜松ホトニクス株式会社（Hamamatsu Photonics 
K.K.）、日本）の光ファイバ（light fiber）の真上に位置させた。紫外線に曝したライ
ンは、硬化させて、約３マイクロメートルの幅を有するようにし、そして約５０マイクロ
メートルで隔置して、図１０の顕微鏡画像にて示した並行線パターンを形成した。
【００５０】
　このため、基材への転写中における硬化を伴うフレキソ印刷（FLEXOGRAPHIC PRINTING 
WITH CURING DURING TRANSFER TO SUBSTRATE）の実施形態が開示されている。当業者は、
それら開示されたもの以外の実施形態が、想定されていることを理解するであろう。開示
された実施形態は、図示の目的のために示され、制限のために示されてはおらず、本発明
は以下の特許請求の範囲によってのみ制限される。
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【図６】
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図９】
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【国際調査報告】
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